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熊本県告示第３９７号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援
事業者を次のとおり指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 
  平成２１年４月２１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

事業所の名称及び事業所の所在地 事業者名 指定年月日 

生活サポートセンター夢織りの里

天草 

天草市楠浦町字掛場５９番地５ 

医療法人薫風会 平成２１年４月１０日 

 
 
熊本県告示第３９８号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援
事業者を次のとおり指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 
  平成２１年４月２１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

事業所の名称及び事業所の所在地 事業者名 指定年月日 

居宅介護支援事業所はぁとふる 

上益城郡益城町広崎５２０番地１

２ 

有限会社ケイアンドワイ 平成２１年４月１３日 
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 告  示 
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熊本県告示第３９９号                                                          
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条の規定により次の指定障害福
祉サービス事業者から廃止の届出があったので、同法第５１条の規定により公示する。   
  平成２１年４月２１日  
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫      

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主た 

る事務所の所在地及 

び代表者の氏名 

廃止年月日 事業所番号 事業の種類  

錦町訪問介護事業所 

球磨郡錦町大字一武 

１５８７番地 

社会福祉法人 錦町 

社会福祉協議会 

球磨郡錦町大字一武 

１５８７番地 

森本 完一 

平成２１年

３月３１日

4311800025 

 

居宅介護 

 
 
熊本県告示第４００号 
  家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第１６条第２項の規定により、家畜体内
受精卵移植に関する講習会及び修業試験を次のとおり実施する。 
    平成２１年４月２１日 
                                           熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１  講習会の目的 
    家畜の改良増殖を促進して畜産振興を図るため、家畜体内受精卵移植に関する知識及 
 び技術を有する技術者を養成する。 
２  講習会の対象家畜 
    牛  
３ 講習会の内容  
  家畜体内受精卵移植 
４  講習会の対象者 
    牛の家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者であって、家畜受精卵 
 移植業務に従事しようとするもの 
５ 講習会の対象人数 
  １０人程度 
６  講習内容 
          科            目                     時 間 
    学 科 受精卵移植概論                                        ８ 
           受精卵の生理及び形態                                １６ 
           受精卵の処理                                        １６ 
           受精卵の移植                                          ８ 
    実 習  受精卵の処理                                        ５０ 
            受精卵の移植                                        ２６ 
７  講習会の開催期間及び場所 
 （１） 期間 
      平成２１年６月１５日（月）から平成２１年７月９日（木）まで 
      （土曜日及び日曜日を除く１９日間） 
 （２） 場所 
   合志市栄３８０１ 熊本県農業研究センター畜産研究所  
８  受講申込方法 
    受講希望者は受講申込書（別記様式）に履歴書及び家畜人工授精に関する講習会修業 
  試験合格証明書又は家畜人工授精師免許証の写しを添え、平成２１年５月１８日（月） 
 までに所轄地域振興局又は熊本農政事務所に提出する。 
９  受講手数料 
    手数料の額は、１人につき３万５千円とし、受講を決定した後に徴収する。 
10  修業試験 
    平成２１年７月９日（木） 
11  その他 
  １  受講決定者には別途通知する。 
  ２  講習会テキストは、「家畜人工授精講習会テキスト（家畜受精卵移植編）」及び 
   「受精卵移植技術マニュアル」を使用する。 
 ３ 申し込み状況等により、講習会及び修業試験を実施しない場合もある。  

 
 
熊本県告示第４０１号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
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にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２１年４月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県球磨郡五木村甲字宮目木１０２７番 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
球磨地域振興局並びに五木村役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第４０２号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２１年４月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県球磨郡山江村大字万江丙字西大川内１８２番４２ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
球磨地域振興局並びに山江村役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第４０３号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２１年４月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県下益城郡美里町洞岳字天ヶ瀬４６２７番（次の図 
 に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字天ヶ瀬４６２７番（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県宇城地域振興局並びに美里町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第４０４号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年４月２１日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年４月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
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１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

  6.4 

  ～ 

 15.2 

 

 49.5 

一般県道 上椎葉湯

前線 

球磨郡水上村大字江代字平畑 

  １５８２番１地先から 

同村大字江代字平 

  １５８０番１地先まで  

後

  5.6 

  ～ 

  8.1 

 

 49.5 

緊道整

Ｂ防災

（仮設

道路撤

去によ

るもの）

２ 区域を変更する期日 平成２１年４月２１日 
 

 
熊本県告示第４０５号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第４９条及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年
法律第３０号）第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５５条に
おいて準用する同法第４９条の規定により、施術者を次のとおり指定したので、生活保護
法第５５条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関
する法律第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規
定により告示する。 
  平成２１年４月２１日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
（施術者〔あん摩・マッサージ指圧師〕） 

施術所名称 施術者 施術所所在地 指定年月日 

南阿蘇さくら鍼灸

マッサージ整骨院 

 菅原 卓哉 阿蘇郡南阿蘇村河陰３６３６ 

番地 

平成２１年４月

１３日 

 
（施術者〔柔道整復師〕） 

施術所名称 施術者 施術所所在地 指定年月日 

南阿蘇さくら鍼灸

マッサージ整骨院 

 菅原 卓哉 阿蘇郡南阿蘇村河陰３６３６ 

番地 

平成２１年４月

１３日 

 
 
熊本県告示第４０６号 
 次の森林を保安林予定森林にするので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条 
の２の規定により告示する。 
  平成２１年４月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県天草市河浦町今富字五反田３１６０番、３２０１ 
 番、３２０２番、３２１３番、３２１５番２ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字五反田３２１３番・３２１５番２（以上２筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第４０７号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規 
定により次のように保安林の指定施業要件を変更する旨農林水産大臣から通知を受けたの 
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で、同法第３３条の３において準用する同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２１年４月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林の所在場所 熊本県菊池郡大津町（次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    大津町（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県菊池地域振興局並びに大津町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第４０８号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規 
定により次のように保安林の指定施業要件を変更する旨農林水産大臣から通知を受けたの 
で、同法第３３条の３において準用する同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２１年４月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林の所在場所 熊本県菊池郡大津町（次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    大津町（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県菊池地域振興局並びに大津町役場に備え置いて縦覧に供する。） 
 
 
 
 
 
熊本県公告第２１８号 
 肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定に基づき、次の肥料の
登録有効期間を更新したので、同法第１６条第１項の規定に基づき公告する。 
   平成２１年４月２１日 
                                  熊本県知事  蒲 島 郁 夫    

 登録番号 肥料の 

種  類 

肥料の 

名  称 

保証成分量 

（％） 

  その他の 

  規格 

生産業者の氏名 

又 は 名 称 及 び 住

所 

有効期限 

 熊本県肥 

 第１３０ 

 ５号 

 

炭酸カ

ルシウ

ム肥料 

 

２４．０

炭酸苦

土石灰

肥料 

アルカリ分

：６４．０ 

く溶性苦土 

：２４．０ 

その他の制限

事項は、公定 

規格のとおり。

白雲石工業株式

会社 

兵庫県尼崎市元 

浜町四丁目７８ 

番地 

平成２７

年４月９

日 

 

 熊本県肥 

 第１３４ 

 ４号 

魚かす

粉末 

魚粕粉

末３号 

 

窒素全量 

：７．０ 

りん酸全量 

：８．０ 

該当なし。 野口寛 

天草市久玉町１

４６３－１３ 

平成２７

年４月９

日 

 
 
熊本県公告第２１９号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出及び添付書

 公  告 
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類を縦覧に供する。 
  平成２１年４月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地                                        
  熊本小山複合施設 
  熊本市小山二丁目６１２番１ 
２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名 
  又は名称及び住所並びに代表者の氏名 
  (１)  設置する者 

名称及び代表者氏名 住 所 

三菱地所株式会社 

代表取締役 木村惠司 

東京都千代田区大手町一丁目６番１号 

 (２)  小売業を行う者 

名称及び代表者氏名 住 所 

マックスバリュ九州株式会社 

代表取締役 築城政雄 

福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目１３番

２１号 

その他未定  

３ 大規模小売店舗の新設をする日 
  平成２１年１２月２日 
４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 
  ３，７５６平方メートル 
５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 
 (１) 駐車場の収容台数 
    １８５台 
 (２) 駐輪場の収容台数 
    １０７台 
  (３) 荷さばき施設の面積 
    １５４平方メートル 
 (４) 廃棄物等の保管施設の容量 
    ５６立方メートル 
６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 
 (１) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
    ２４時間営業 
 (２) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 
    ２４時間 
 (３) 駐車場の自動車の出入口の数 
    ３箇所 
 (４) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

施設№ 荷さばき可能時間帯 

 №１ 

 №２ 

 №３ 

 №４ 

午前６時から午後１０時まで 

午前６時から午後９時まで 

午前６時から午後１０時まで 

午前６時から午後１０時まで 
７ 届出年月日 
    平成２１年４月１日 
８ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
  熊本県商工観光労働部商工政策課 
  平成２１年４月２１日から平成２１年８月２１日まで 

 
 
熊本県公告第２２０号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出及び添付書
類を縦覧に供する。 
  平成２１年４月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地                                        
  ロッキー新地店 
  菊池郡菊陽町大字津久礼字立花４２２８－１ほか 
２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名 
  又は名称及び住所並びに代表者の氏名 
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名称及び代表者氏名 住 所 

株式会社ロッキー 

代表取締役 竹下光伸 

鹿本郡植木町大字植木１３３番の１ 

 
３ 大規模小売店舗の新設をする日 
  平成２１年１０月上旬 
４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 
  ２，７００平方メートル 
５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 
 (１) 駐車場の収容台数 
    １２２台 
 (２) 駐輪場の収容台数 
    １４台 
  (３) 荷さばき施設の面積 
    ９８．４平方メートル 
 (４) 廃棄物等の保管施設の容量 
    ２４．３立方メートル 
６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 
 (１) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
    午前８時から午後１０時まで 
 (２) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 
    午前７時３０分から午後１０時３０分まで 
 (３) 駐車場の自動車の出入口の数 
    ２箇所 
 (４) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 
        午前６時から午後６時まで 
７ 届出年月日 
    平成２１年４月１日 
８ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
  熊本県商工観光労働部商工政策課及び菊池地域振興局総務振興課 
  平成２１年４月２１日から平成２１年８月２１日まで 

 
 
熊本県公告第２２１号 
 次に掲げる土地改良事業に伴う工事が完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１
９５号）第１１３条の２第３項の規定に基づきこの旨を公告する。 
  平成２１年４月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 事業名 地区名  工事着手年月日  工事完了年月日  事業主体 

 農用地の  

 保全 

日奈久新

開（八代

市） 

 平成１８年７月２７日  平成２１年３月３０日     熊本県 

 農業用用  

 排水施設 

高塚（氷

川町） 

 平成１９年１１月１５日  平成２１年３月２５日  熊本県 

 
 
熊本県公告第２２２号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に基づき、県営宮
山地区土地改良事業（農用地の保全）の計画を変更したので、同条第６項において準用す
る同法第８７条第５項の規定に基づき公告し、土地改良事業計画書の写しを次のとおり縦
覧に供する。 
 この土地改良事業計画につき異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１
５日以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２１年４月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類の名称 

変更後の県営宮山地区土地改良事業（農用地の保全）計画書の写し 
２ 縦覧期間 

平成２１年４月２２日から平成２１年５月２５日まで 
３ 縦覧場所 

西原村役場 
 

 
熊本県公告第２２３号   
  特定調達契約につき一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等
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又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１１条及び熊
本県物品等又は特定役務の調達手続に関する規則（平成７年熊本県規則第５１号）第１１
条の規定により、次のとおり公告する。 
    平成２１年４月２１日  
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 落札に係る特定役務の名称 
   委託名 平成２１年度熊本県庁舎等清掃業務委託     
２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 
    熊本県総務部管財課総務管理班 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    電話番号０９６－３３３－２０９０ 
３ 落札者を決定した日 
    平成２１年３月１３日    
４ 落札者の氏名及び住所 
  株式会社 ボーラ 
    熊本市大江５－７－８ 
５ 落札金額 
  ２３，９３８，９５０円（うち消費税及び地方消費税の額１，１３９，９５０円） 
６ 契約の相手方を決定した手続 
  一般競争入札 
７ 特例政令第６条に規定する公告を行った日 
    平成２１年１月１３日 

 
 
熊本県公告第２２４号 
  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年４月２１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  人吉市瓦屋町字白田３番１、同４番１及び同５番 
  ４，７７７．３７平方メートル 
２ 許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 

新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 
株式会社コメリ 

 
 
 
 
 
 

 登載依頼 

 有 明 海 自 動 車 航 送 船 組 合 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。 

  平 成 二 十 一 年 四 月 二 十 一 日 

                             有 明 海 自 動 車 航 送 船 組 合

                             管 理 者 元 重  雅 博 

有 明 海 自 動 車 航 送 船 組 合 規 則 第 一 号 

   有 明 海 自 動 車 航 送 船 組 合 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 有 明 海 自 動 車 航 送 船 組 合 組 織 規 則 （ 昭 和 三 十 三 年 有 明 海 自 動 車 航 送 船 組 合 規 則 第 一 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 四 条 中 「 業 務 課 」 を 「 営 業 課 」 に 改 め 、 「 営 業 課 」 の 次 に 「 運 航 課 」 を 加 え る 。 

 第 五 条 を 次 の よ う に 改 め る 。 

第 五 条 各 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

 総 務 課 

  １ 職 員 の 任 免 、 分 限 、 懲 戒 、 服 務 そ の 他 の 人 事 に 関 す る こ と 。 

  ２ 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る こ と 。 

  ３ 組 織 、 職 務 権 限 及 び 職 員 定 数 に 関 す る こ と 。 

  ４ 組 合 議 会 に 関 す る こ と 。 

  ５ 条 例 、 規 則 等 の 公 布 に 関 す る こ と 。 

  ６ 公 有 財 産 の 取 得 、 管 理 及 び 処 分 に 関 す る こ と 。 

  ７ 職 員 の 表 彰 に 関 す る こ と 。 

  ８ 職 員 の 福 利 厚 生 に 関 す る こ と 。 

  ９ 地 方 職 員 共 済 組 合 及 び 職 員 互 助 会 に 関 す る こ と 。 
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 平成２１年３月１３日熊本県公報目録第２号（○天草不知火海区漁業調整委員会）中に 
誤りがあったので、次のとおり訂正する。 

ページ 行 正 誤 

  ６   ４ 第    １号 第    ４号 
 
 

  1
0  退 職 手 当 及 び 公 務 災 害 補 償 に 関 す る こ と 。 

  1
1  文 章 の 収 受 、 発 送 、 編 纂 及 び 保 存 に 関 す る こ と 。 

  1
2  公 印 の 管 理 に 関 す る こ と 。 

  1
3  出 納 事 務 に 関 す る こ と 。 

  1
4  資 金 計 画 に 関 す る こ と 。 

  1
5  予 算 、 決 算 事 務 に 関 す る こ と 。 

  1
6  会 計 諸 帳 簿 の 記 録 に 関 す る こ と 。 

  1
7  監 査 事 務 に 関 す る こ と 。 

  1
8  事 業 の 基 本 計 画 に 関 す る こ と 。 

  1
9  経 営 の 企 画 、 調 査 及 び 分 析 に 関 す る こ と 。 

  2
0  そ の 他 、 他 課 に 属 し な い こ と 。 

 営 業 課 

  １ 営 業 施 策 の 企 画 及 び 立 案 に 関 す る こ と 。 

  ２ 営 業 に 係 る 情 報 収 集 、 調 査 及 び 分 析 に 関 す る こ と 。 

  ３ 車 両 及 び 旅 客 の 誘 致 に 関 す る こ と 。 

  ４ 車 両 及 び 旅 客 の 航 送 に 係 る 契 約 に 関 す る こ と 。 

  ５ 旅 客 及 び 積 荷 の 事 故 処 理 に 関 す る こ と 。 

  ６ 営 業 所 及 び 予 約 セ ン タ ー に 関 す る こ と 。 

  ７ 接 客 研 修 に 関 す る こ と 。 

  ８ 広 報 宣 伝 に 関 す る こ と 。 

  ９ ク ー ポ ン 及 び 手 数 料 に 係 る 請 求 支 払 事 務 に 関 す る こ と 。 

  1
0  回 数 券 等 金 券 に 関 す る こ と 。 

  1
1  運 航 ダ イ ヤ 及 び 運 航 収 入 予 算 に 関 す る こ と 。 

  1
2  運 賃 に 関 す る こ と 。 

  1
3  そ の 他 、 営 業 に 関 す る こ と 。 

 運 航 課 

  １ 船 舶 乗 組 員 の 労 務 管 理 及 び 労 働 安 全 衛 生 に 関 す る こ と 。 

  ２ 船 舶 乗 組 員 及 び 運 航 管 理 員 の 教 育 訓 練 に 関 す る こ と 。 

  ３ 船 舶 の 運 航 及 び 配 船 計 画 に 関 す る こ と 。 

  ４ 運 航 管 理 に 必 要 な 情 報 の 収 集 及 び 伝 達 に 関 す る こ と 。 

  ５ 船 舶 及 び 輸 送 諸 施 設 等 の 維 持 管 理 、 営 繕 に 関 す る こ と 。 

  ６ 船 舶 及 び 輸 送 諸 施 設 等 用 品 調 達 に 関 す る こ と 。 

  ７ 船 舶 の 安 全 管 理 に 関 す る こ と 。 

 正  誤 


